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緊急事態宣言の発出に伴う教育活動等について【修正版】 

 

平素より，本校の教育活動にご理解とご協力をいただきありがとうございま

す。 

さて，この度，京都市に３度目の緊急事態宣言が発出される予定です。それに

伴い，宣言が解除されるまでの教育活動等について，下記のとおり変更いたしま

す。 

今後も感染症対策を講じながら教育活動を進めてまいりますので，ご理解と

ご協力をいただきますようにお願い申し上げます。 

 

記 

 

○学校での教育活動は通常通り行います。 

ただし，感染症対策を講じてもなお感染リスクが高い教育活動は，一時的

に停止します。 

 

○希望制個人懇談会（４月２６日～５月１０日）・・・中止します。 

 

○修学旅行（５月１２日，１３日）・・・延期します。 

合わせて保護者説明会（４月２８日）も延期します。 

 

○校外学習 

原則，延期，または，中止します。 

 

○健康診断・検査・・・実施します。 

ただし，児童・教職員に新型コロナ罹患が確認された場合は延期します。 

 

 

なお，今後の感染状況により，予定が更に変更される可能性があることを

ご了承願います。その際には改めてお知らせいたします。 

感染症拡大防止の観点から，以下の２点について修正し，お知らせいたします。 

 

※希望制個人懇談会は，中止します。 

※校外学習は，原則，延期，または，中止します。 
 

急な変更で大変申し訳ございませんが，どうぞよろしくお願いいたします。 


